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１ 予防接種事業 

（１）乳幼児等の予防接種事業 

ア 目的 

  接種を受けた個人に免疫を付け、感染及び発症の予防、症状の軽減を図るとと

もに、感染症の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の向上及び増進を図る。 

イ 根拠・関連法令 

   予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則、予防接種実施規則 

定期接種実施要領 

ウ 対象 

予防接種の種類 対象年齢 

ロタ 

ウイルス 

ロタリックス（１価） 生後６週０日～２４週０日までの間 

ロタテック（５価） 生後６週０日～３２週０日までの間 

Ｂ型肝炎 生後０か月～１２か月（１歳）に至るまでの間 

小児用肺炎球菌 生後２か月～生後６０か月（５歳）に至るまでの間 

４種混合（ジフテリア・ 

百日せき・破傷風・ポリオ） 

【１期】生後２か月～生後９０か月（７歳６か月）に至る

までの間 

３種混合 

（ジフテリア・百日せき・破傷風） 

【１期】生後２か月～生後９０か月（７歳６か月）に至る

までの間 

ヒブ（Ｈｉｂ） 生後２か月～生後６０か月（５歳）に至るまでの間 

ポリオ 生後２か月～生後９０か月（７歳６か月）に至るまでの間 

ＢＣＧ 生後１２か月（１歳）に至るまでの間 

水痘 生 後１２か月（１歳）～生後３６か月（３歳）に至るまでの間 

ＭＲ（麻しん風しん混合） 

【１期】生後１２か月（１歳）～生後２４か月（２歳）に

至るまでの間 

【２期】５歳～７歳未満で、小学校就学前の１年間 

日本脳炎 

【１期】生後６か月～生後９０か月（７歳６か月）に至る

までの間 

【２期】９歳～１３歳未満 

【特例対象者】平成７年４月２日～１９年４月１日生の者

で２０歳未満 

２種混合（ジフテリア・破傷風） 【２期】１１歳～１３歳未満 

ＨＰＶ（子宮頸がん予防） 

１２歳となる日の属する年度の初日から１６歳となる日の

属する年度の末日までの間にある女子 

【キャッチアップ接種】平成９年４月２日生～高校２年生

相当 

エ 対応者 

指定医療機関、県内接種協力医、契約医療機関、保健師、看護師、事務職員、 

母子愛育班員 
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オ 内容 

     市内指定医療機関で行う個別予防接種のほか、埼玉県住所地外定期予防接種相

互乗り入れ制度に基づく県内接種協力医等により予防接種を実施している。 

カ 実績 

接種状況（延べ接種者数）                     単位：件 

      年度 

予防接種の種類 
Ｒ５ Ｒ４ 対比 

ロタウイルス １，４０７ １，４５７ －５０ 

Ｂ型肝炎 １，９２３ ２，０４１ －１１８ 

ヒブ（Ｈｉｂ） ２，６３２ ２，８３２ －２００ 

小児用肺炎球菌 ２，６３９ ２，８２９ －１９０ 

４種混合 

（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ） 
２，８２５ ２，８３５ －１０ 

ＢＣＧ ６８４ ７２０ －３６ 

水痘 １，２９４ １，４５７ －１６３ 

ＭＲ １，６４８ １，７０５ －５７ 

日本脳炎 ３，５３０ ４，８２３ －１，２９３ 

二種混合（ジフテリア・破傷風） ７９９ ７９８ １ 

ＨＰＶ（子宮頸がん予防） ２，０５８ １，５０６ ５５２ 

キ 事業の経過 

昭和２３年７月 予防接種法が施行 

昭和２６年 結核予防法が制定 

昭和３３年４月 対象疾病から、しょう紅熱が削除、二種混合ワクチン（ジフテリ

ア・百日せき）が追加 

昭和３９年 ポリオ生ワクチンが定期接種化 

昭和４３年 三種混合（ＤＰＴ、ジフテリア・百日せき・破傷風）ワクチン定

期接種化 

昭和５１年６月 予防接種による健康被害について法的救済制度が創設 

昭和５２年８月 中学生女子に対する風しんワクチンが定期接種化 

昭和５３年１０月 麻しんが定期接種化 

平成元年４月 ＭＭＲワクチン（麻しん・おたふくかぜ・風しん）接種開始 

平成５年４月 ＭＭＲワクチン接種が実施見合わせ 

平成１３年１１月 一類（百日咳、ジフテリア、破傷風、ポリオ、麻しん、風しん、

日本脳炎）と二類（高齢者のインフルエンザ）に類型化 

平成１６年 結核予防法改正により、ツベルクリン反応検査が廃止になり、Ｂ

ＣＧ直接接種及び接種年齢が生後０日以上６か月未満となる 

平成１７年５月 日本脳炎ワクチン定期接種の積極的勧奨の差し控え勧告 

平成１７年７月 日本脳炎Ⅲ期接種が廃止 



 

91 

平成１８年４月 ＭＲワクチンの２回接種（第１期、第２期）導入 

平成１８年６月 ＭＲ定期接種で単独ワクチンも接種可能になる。平成１８年３月

３１日までに麻しん、風しんの単独ワクチンを接種した者も第２

期の接種が可能となる 

平成２０年４月 ＭＲ定期接種の５年間の時限的措置として、中学１年生及び高校

３年生相当の者に対し第３期、第４期のＭＲワクチン導入 

平成２１年６月 日本脳炎定期接種第１期に、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン導入 

平成２２年３月 日本脳炎ワクチンの使用期限が到来したことにより、以後、乾燥

細胞培養日本脳炎ワクチンを用いることが周知される 

平成２２年４月 標準的な年齢（３歳・４歳児）への日本脳炎の接種勧奨再開 

平成２３年５月 日本脳炎特例に平成７年６月１日～平成１９年４月１日生まれが

追加 

平成２４年９月 ポリオが生ワクチンから不活化ワクチンに、回数が２回から４回

へ変更。この改正による定期接種の対象は３回目までに限定 

平成２４年１１月 ４種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）ワクチン導入、ポリオ４回目定期化 

平成２５年１月 長期にわたり療養を必要とする疾病等により定期接種の機会を逸

した者に、接種機会を確保することとなる 

平成２５年４月 日本脳炎特例に平成７年４月２日～平成７年５月３１日生まれが

追加。結核の対象年齢が生後１歳に至るまでとなる。Ｈｉｂ、小

児肺炎球菌、ＨＰＶがＡ類疾病定期接種に追加。平成２３年度か

らのＨＰＶ費用助成終了。ＭＲ定期接種の第３期、第４期終了 

平成２５年６月 厚生労働省がＨＰＶワクチンの積極的勧奨の差し控え勧告 

平成２５年１１月 小児用肺炎球菌感染症予防接種ワクチンが沈降７価肺炎球菌結合

型ワクチンから沈降１３価肺炎球菌結合型ワクチンに変更 

平成２６年１０月 水痘がＡ類疾病に追加され、定期接種化 

平成２８年１０月 Ｂ型肝炎予防接種がＡ類疾病に追加され、定期接種化 

令和２年１０月 ロタウイルス予防接種がＡ類疾病に追加され、定期接種化 

令和３年１１月 厚生労働省が勧告通知を廃止。ＨＰＶワクチン積極的勧奨を再開 

令和４年４月 ＨＰＶ積極的勧奨差し控えで接種機会を逃した者に令和６年度ま

でのキャッチアップ接種を実施 

令和５年４月 ＨＰＶに９価ワクチンが追加 

令和６年３月 入間市健康福祉センターにおけるＢＣＧ集団接種が終了 

ク まとめ 

出生数の減少により乳児期に接種する予防接種の接種者数は、減少傾向にある。

新たに９価ワクチンが加わったＨＰＶは接種数が増加した。 
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（２）高齢者インフルエンザ予防接種事業 

 ア 目的 

    高齢者のインフルエンザへの感染の防止し、もって高齢者の健康増進を図る。 

 イ 根拠・関連法令 

    予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則、予防接種実施規則 

定期接種実施要領、入間市高齢者のインフルエンザ予防接種事業実施要綱 

 ウ 対象 

    接種日に６５歳以上の者及び接種日に６０歳以上６５歳未満のもので、心臓、腎

臓、呼吸器の機能に極度の障害のあるもの又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の

機能に障害のあるもの（いずれも身体障害者手帳１級相当の障害）の希望者 

 エ 対応者 

指定医療機関等及び県内接種協力医、保健師、事務職員 

 オ 内容 

１０月１日から翌年１月３１日まで、指定医療機関等、埼玉県住所地外インフル

エンザ予防接種相互乗り入れ制度による県内協力医療機関等により予防接種を実

施している。自己負担額は原則１，５００円。 

 カ 実績 

接種状況                            単位：人 

区分 

年度 
対象者 接種者 接種率（％） 

再掲 

指定 

医療機関等 

相互 

乗り入れ 
その他 

Ｒ５ ４５，９５０ ２１，０５２ ４５．８２ １８，５１３ ２，５２１ １８ 

Ｒ４ ４４，１３３ ２１，８４２ ４９．４９ １８，９８５ ２，８４３ １４ 

対比 １，８１７ －７９０ －３．６７ －４７２ －３２２ ４ 

     ※その他：依頼書による接種等 

キ 事業の経過 

平成１３年度 事業開始 

平成１６年度 埼玉県住所地外インフルエンザ予防接種相互乗り入れ制度開始 

 ク まとめ 

接種率は、疾病の流行状況により、変動的である。例年まん延する感染症のため、

今後も周知徹底を図る。 

 

（３）高齢者肺炎球菌感染症予防接種事業 

 ア 目的 

    高齢者の肺炎球菌感染症を予防し、もって高齢者の健康増進を図る。 

 イ 根拠・関連法令 

    予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則、予防接種実施規則 

定期接種実施要領、入間市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種事業実施要綱 
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 ウ 対象 

    肺炎球菌予防接種の接種歴がない者のうち、年度内に６５、７０、７５、８０、

８５、９０、９５、１００歳になる者及び、接種日に６０歳以上６５歳未満で、心

臓、腎臓、呼吸器の機能に極度の障害のある者又はヒト免疫不全ウイルスにより免

疫の機能に障害のある者（いずれも身体障害者１級程度の障害）の希望者。 

 エ 対応者 

指定医療機関等及び県内接種協力医、保健師、事務職員 

オ 内容 

    市内指定医療機関、埼玉県住所地外定期予防接種（インフルエンザを除く。）相

互乗り入れ制度に基づく県内接種協力医、契約医療機関等において個別予防接種を

実施している。自己負担は、原則５，０００円。  

カ 実績 

接種状況                      単位：人 

区分 

年度 
対象者 接種者 接種率（％） 

Ｒ５ ６，０６０ １，５４５ ２５．５０ 

Ｒ４ ６，３４６ １，４０１ ２２．０８ 

対比 －２８６ １４４ ３．４２ 

 キ 事業の経過 

平成２１年度   事業開始。接種期間は１１月１日から翌年１月３１日まで 

平成２２年度   過去に肺炎球菌のワクチン接種歴がある者も対象とした 

平成２３年度   ワクチン不足により接種期間を３月末まで延長 

平成２４年度   接種者数拡大をはかるため、接種期間を３月末までとした 

平成２５年度   接種期間を通年とした 

平成２６年度   １０月１日から平成３０年度まで定期接種として実施。対象

者は、年度内に６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・

１００歳になる者とした 

平成２７年３月  入間市の独自補助が終了となる 

令和元年度    定期接種を令和５年度までの５年間延長し、令和元年度のみ

１００歳以上の者を対象とした 

ク まとめ 

    令和５年度は、５歳刻みでの接種を行う最終年度となった。今後は新たな制度の

周知徹底を図っていく。 

 

（４）風しん追加対策事業 

 ア 目的 

    昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日までの間に生まれた男性に対し、風

しん追加対策事業を実施することにより、風しんの感染拡大防止及び先天性風しん
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症候群の予防を促す。 

 イ 根拠・関連法令 

    予防接種法、入間市風しん追加対策事業実施要綱 

 ウ 対象 

    昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日の間に生まれた男性 

 エ 対応者 

指定医療機関等及び全国実施協力医（集合契約）、保健師、事務職員 

 オ 内容 

    市は、風しん抗体検査及び予防接種クーポン券を対象者に送付する。指定医療機

関で抗体検査を実施し、風しん抗体価が基準値を下回った者に予防接種を実施する。 

 カ 実績 

  実施状況 

区分 

年度 
対象者※ 抗体検査 予防接種 

受検率（接種率） 

抗体検査 予防接種 

Ｒ５ １２，９８６ ４９６ ８２ ３．８２ ０．６３ 

Ｒ４ １３，７０１ ８６９ １５７ ６．３４ １．１５ 

Ｒ３ １５，２９６ １，１０２ ２２５ ７．２０ １．４７ 

Ｒ２ １１，２４６ ２，８５５ ４５７ ２５．３９ ４．０６ 

Ｒ１ ８，２３４ １，８０９ ３１２ ２１．９７ ３．７９ 

合計（全体） － ７，１３１ １，２３３ － － 

   ※ 対象者について 

Ｒ１は、昭和４７年４月２日から昭和５４年４月１日生まれまでの者に対するクーポン券の発行人数 

Ｒ２は、昭和３７年４月２日から昭和４７年４月１日生まれまでの者に対するクーポン券の発行人数 

Ｒ３は、前二年度の対象者累計から前二年度で抗体検査をした者の累計を差し引いた数に、転入によ

るクーポン券発行人数（４８０人）を加算した数 

Ｒ４は、Ｒ４年度当初クーポン発行数（１３，２２８人）に、転入による追加発行人数（４７３人）

を加算した数 

Ｒ５は、Ｒ５年度当初クーポン発行数（１２，５１７人）に、転入による追加発行人数（４６９人）

を加算した数 

キ 事業の経過 

    令和元年度  事業開始 

    令和３年度  令和６年度までの事業延長を決定 

 ク まとめ 

    国は本対策の対象者について、抗体保有率を 90％に引き上げることを目標にして

おり、このためには全国的に抗体検査を約 920万人、予防接種を約 190万人に実施

する必要がある。抗体検査受診率、予防接種率向上ため、引き続き勧奨を行ってい

く。 
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（５）新型コロナウイルスワクチン接種事業 

 ア 目的 

    国の方針に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染予防、重症化予防等を目的

として、必要な接種体制を構築し、市民への安全かつ正確な接種を推進する。 

 イ 根拠・関連法令 

    予防接種法（特例臨時接種）、予防接種法施行令、予防接種法施行規則、予防接

種法実施規則 

 ウ 対象 

    乳幼児（生後６ヶ月以上５歳未満）、小児（生後５歳以上～１２歳未満）、１２歳

以上の方 

 エ 対応者 

市内協力医療機関（集合契約）他 

 オ 内容 

    令和３年度・令和４年度に引き続き、乳幼児、小児及び１２歳以上の方に対して

新型コロナワクチンの接種を行った。これに伴い、対象者への接種券送付、予約シ

ステムの運用、コールセンターでの予約対応、集団接種の実施、医療機関へのワク

チン配送、接種記録管理、接種証明書発行等を行った。 

 カ 実績 

  年度別の接種回数                   ※令和６年３月３１日現在 

   区分 

年度 
接種回数 （内）支払件数 （内）集団接種 

Ｒ５ ５５，２６８ ５６，７０７ ０ 

Ｒ４ １５１，９８２ １５２，１７９ ６，０４０ 

Ｒ３ ３０２，５４４ ２２９，４９５ ５８，５５７ 

Ｒ２ ８５７ ０ ０ 

合計 ５１０，６５１ ４３８，４７１ ６４，５９７ 

   ※請求の時期がずれるため、支払件数が接種回数を上回る年度があります。 

自衛隊による接種など、請求がない接種があります。 

キ 事業の経過 

    令和３年度  １２歳以上の方の初回接種・追加接種、小児の初回接種を開始 

令和４年度  オミクロン株対応ワクチンによる追加接種（最大で５回目）、小

児の追加接種、乳幼児の初回接種を実施 

    令和５年度  令和５年春夏接種（最大で６回目）、令和５年秋冬接種（最大で

７回目）を実施 

 ク まとめ 

    令和３年度から令和５年度まで実施した臨時接種は、国の方針により令和６年３

月３１日で終了した。今後は定期接種として、実施していくこととなる。 
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（６） 帯状疱疹予防接種費用助成事業 

ア 目的 

    帯状疱疹を予防するための予防接種を受ける者に対し、当該予防接種費用を助成

することにより、経済的負担の軽減を図り、もって市民の健康増進に寄与する。 

 イ 根拠・関連法令 

    入間市帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱  

ウ 対象 

    予防接種の実施日において、市内に住所を有する５０歳以上の者で、帯状疱疹予

防目的の水痘生ワクチン又は不活化ワクチンを接種したもの 

 エ 対応者 

保健師、事務職員 

 オ 内容 

    対象者に対し、接種１回につき４，０００円の助成金を交付する。 

 カ 実績 

交付状況                    

区分 

年度 
申請人数 決定人数 

内訳 

生ワクチン 不活化ワクチン 

Ｒ５ ７９１人 ７９１人 ３３８人 ４５３人 

   ※ 不活化ワクチンについては、２回接種のうち、事業開始前、住所異動、接種中止などの理由により

１回分のみ交付決定することがある。  

キ 事業の経過 

令和５年度  事業開始 

ク まとめ 

   帯状疱疹予防目的の水痘ワクチン予防接種の使用承認を受け、独自事業として開

始したものである。 

    


